
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

船
舶
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
の
規
制
等

一

船
舶
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
の
規
制

１

何
人
も
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
海
域
に
お
い
て
、
船
舶
か
ら
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
（
水
中
の
生
物
を
含
む
水
バ
ラ
ス

ト
で
あ
っ
て
、
水
域
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

２

一
定
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
船
舶
に
、
二
の
２
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
証
明
書
の
交
付
又
は
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
確
認
を
受
け
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
関
係
）

３

一
定
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
船
舶
ご
と
に
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
措
置
手
引
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
船
舶
内
に
備
え



置
き
、
又
は
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
三
関
係
）

４

一
定
の
船
舶
の
船
長
は
、
水
バ
ラ
ス
ト
記
録
簿
を
船
舶
内
に
備
え
付
け
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
管
理
者
は
、

水
バ
ラ
ス
ト
記
録
簿
へ
の
記
載
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
船
長
及
び
船
舶
所
有
者
は
、
一

定
期
間
水
バ
ラ
ス
ト
記
録
簿
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
四
関
係
）

５

日
本
国
の
内
水
、
領
海
若
し
く
は
排
他
的
経
済
水
域
又
は
公
海
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
及
び
外
国
船
舶
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
２
か
ら
４
ま
で
の
規
定
の
う
ち
一
部
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
の
五
関
係
）

６

１
の
規
定
は
、
湖
、
沼
又
は
河
川
の
区
域
（
以
下
「
湖
沼
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
航
行
の
用
に
供
す
る
船
舟
類

か
ら
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
を
湖
沼
等
に
流
し
、
又
は
落
と
す
場
合
に
つ
い
て
、
２
か
ら
５
ま
で
の
規
定
は
、
湖
沼
等
に
お

い
て
航
行
の
用
に
供
す
る
船
舟
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
六
関
係
）

二

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
の
型
式
指
定
等

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
の
製
造
を
業
と
す
る
者
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
の
申

請
に
よ
り
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
技
術
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
均
一
性
を
有
す
る
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設

備
を
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
指
定
を
受
け
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
が
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処



理
設
備
技
術
基
準
に
適
合
し
な
く
な
り
、
又
は
均
一
性
を
有
す
る
も
の
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
七
関
係
）

２

１
の
申
請
を
し
た
者
は
、
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
に
つ
き
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト

処
理
設
備
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
八
関
係
）

第
二

船
舶
か
ら
の
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
排
出
の
規
制
に
係
る
検
査
等

一

定
期
検
査
の
対
象
に
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
及
び
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
措
置
手
引
書
を
追
加
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
三
十
六
関
係
）

二

国
土
交
通
大
臣
は
、
定
期
検
査
の
結
果
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
及
び
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
措
置
手
引
書

が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
に
対
し
、
海
洋
汚
染
等
防
止

証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
三
十
七
関
係
）

三

国
土
交
通
大
臣
は
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
を
設
置
し
、
又
は
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
措
置
手
引
書
を
備
え

置
き
、
若
し
く
は
掲
示
す
べ
き
検
査
対
象
船
舶
の
船
舶
所
有
者
の
申
請
に
よ
り
、
国
際
海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
四
十
三
関
係
）



四

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備
を
設
置
し
、
又
は
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
措
置
手
引
書
を
備
え
置
き
、
若
し
く
は
掲

示
す
べ
き
検
査
対
象
船
舶
は
、
有
効
な
国
際
海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
一
の
国

の
内
水
、
領
海
若
し
く
は
排
他
的
経
済
水
域
又
は
公
海
に
お
け
る
航
海
以
外
の
航
海
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
四
十
四
関
係
）

五

国
土
交
通
大
臣
は
、
本
邦
の
港
又
は
沿
岸
の
係
留
施
設
に
あ
る
外
国
船
舶
に
設
置
さ
れ
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
処
理
設
備

若
し
く
は
当
該
船
舶
に
備
え
置
き
、
若
し
く
は
掲
示
さ
れ
た
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
汚
染
防
止
措
置
手
引
書
が
二
の
基
準
に
適

合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
当
該
船
舶
の
乗
組
員
の
う
ち
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
の
取
扱
い
に
関
す
る
作
業
を
行
う
も
の
が

、
当
該
取
扱
い
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
に
従
っ
て
作
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
の
船

長
に
対
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
五
十
一
関
係
）

第
三

所
要
の
罰
則
を
整
備
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
附
則
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）


